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第１章 総則 

 

第１ 適用範囲 

 １ 本仕様書は、広島県警察本部が発注する交通安全施設の新設、改良及び改修並びに

移設等の電気・電気通信工事に適用する。ただし、灯火式道路標識に係る工事は適用

外とする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。  

  ３ 設計図書及び特記仕様書に記載された事項は、本仕様書に優先するものとする。 

 

第２ 用語の定義 

 １ 監督職員 

    監督職員とは、請負工事の施工において、その指定を受けた発注者側の職員をいう。 

  ２ 指示 

      指示とは、発注者側の発議により監督職員が請負者に対し、監督職員の所掌事務

に関する方針、基準などを示し実施させることをいう。 

 ３ 現場代理人 

      現場代理人とは、請負者が施工する工事について、工事現場の管理をつかさどる総

括責任者をいう。 

 

第３ 一般事項 

 １ 信号設備工事（以下「本工事」という。）は、広島県契約規則、広島県建設工事執

行規則、広島県土木工事共通仕様書、設計図書の最新版及び本仕様書により施工する

こと。 

   なお、本工事の工期には、検査期間として１４日間を見込んでいる。 

 ２ 本工事の施工に関し、建設業法等に抵触する行為は厳に行わないこと。また、建設

業法に違反する一括下請契約、いわゆる裏ジョイント契約その他不適切な形態により

工事を実施する等契約当事者間の信頼を損なう行為は行わないこと。 

 ３ 本工事は、電気設備の技術基準、及びその他関係規定に適合するように施工するこ

と。 

  ４ 本工事に使用する機器、材料はすべて形式指定のもの、又は同等以上のものとする

こと。  

 ５ 本工事の施工に際し、設計図面と現場との確実な照査を実施し、施工目的を達成す

ること。 

なお、照査を行う中で、疑義等が生ずる場合については、監督職員へ直ちに連絡し、

事前に指示を受けること。 

  ６ 本工事施工に伴う道路占用協議、共架申請、河川占用許可申請、専用回線申込の手

続きは、原則、発注者において行う。ただし、これらの協議又は申請に際し必要とな

る資料について、別途、監督職員の指示がある場合については、当該資料の作成をし

なければならない。 

  ７ 本工事施工に伴う道路使用許可申請、給電の新規及び廃止申込、諸報告、その他上

記６以外の手続きは請負者において行い、給電申込の契約者名は管轄警察署長とする

こと。 

   なお、本工事の施工において設備の増減等に伴い、受電電力契約の変更が必要とな

る場合には、次のとおり請負者において変更契約を行うこと。 

  (1) 負荷設備の総消費電力が１kva 未満となる場合（公衆街路灯Ｂから公衆街路灯Ａ

に変更する。） 

(2) 負荷設備の総消費電力が１kva 以上となる場合（公衆街路灯Ａから公衆街路灯Ｂ

に変更する。） 

(3) 負荷設備に増減等があり、総消費電力が変動となる場合で、変更前後の総消費電
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力が１kva 未満の場合（公衆街路灯Ａの変更契約をする。） 

８ 本工事完成後２箇年度（設置年度末日から起算）以内に、施工又は機器、材料の不

良に基づく故障等が生じた場合には、請負者の責任において完全に修理すること。 

９ 請負者は、本工事完成後１箇年度（設置年度末日から起算）は、信号機設備の機能

を保持するため、次に掲げる点検等を必要に応じて行うこと。 

  (1) 機器の点検 

  (2) レンズ及び灯器のしき掃 

  (3) 電球取替 

  (4) その他信号設備の機能保持に必要な手入れ  

10 情報セキュリティ対策 

(1) 請負者は、本工事の実施にあたり、提供方法及び媒体を問わず、発注者から提供

を受け、又は受注者自らが取得若しくは作成した情報（公になっている情報及び契

約後に公になった情報を除く、以下「機密情報」という。）を適正に取り扱わなけ

ればならない。 

(2) 請負者は、機密情報のセキュリティ対策については、関係法令ならびに「機密情

報取扱特記事項」及び「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守するほか、発

注者の指示する事項を遵守するものとする。 

(3) 請負者は、本工事の実施に関する全ての機密情報について、適正に管理し、かつ、

責務を負う者（情報管理責任者）を選任及び配置し、施工計画書の「現場組織表」

項目に記載すること。 

 11 工事仕様書等の情報流出防止 

発注者から配付する（配付形態はデータ、ペーパーを問わない。）仕様書や図面な

どの情報について、次のことを確実に遵守し、情報流出の防止に万全を期すること。 

(1) 発注者から配付を受けたデータ情報（以下「データという。）」の取扱い 

ア ウイルスチェックの実施 

データを取り扱うパソコンはもちろん、データを取り扱うパソコンと同一ネッ

トワークで接続されているパソコンについては、最新のパターンに更新されたウ

イルス対策ソフトをインストールし、常時ウイルスチェックが行われる環境を整

備すること。 

イ ファイル共有ソフトの使用禁止 

データを取り扱うパソコンへは「Ｗｉｎｎｙ」に代表されるファイル共有ソフ

ト等は、絶対にインストールしないこと。 

ウ 外部記録媒体の紛失防止 

データを保存したメモリースティックなどの外部記録媒体を持ち出す場合に

は、持ち出し記録簿を作成する等外部記録媒体の管理体制を確立して、当該媒体

の紛失防止に徹底を期すること。 

  (2) ペーパー情報の取扱い 

   ア ペーパーの紛失防止 

ぺーパー情報の所在確認はもちろん、社外に持ち出す場合は、出社時、帰社時

等適宜その所在を確実に確認し、外部記録媒体と同様に紛失防止に徹底を期する

こと。 

    イ スキャナーを使用したペーパー情報の取り込み 

スキャナーを使用し、ペーパー情報を取り込む場合は、取り扱うパソコンのウ

イルスチェック及びファイル共用ソフトがインストールされていないことを確

実に確認して、情報流出防止に万全を期すること。 

  (3) 自宅での作業の禁止（当課が配付したものに限る。） 

情報流出の多くは、データを自宅へ持ち帰って作業中に、ウイルス対策の行われて

いないパソコンやファイル共有ソフトを介し、インターネット上に流出している。

したがって、データはもちろん、ペーパーについても自宅へ持ち帰っての作業につ 

いては禁止する。 
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(4) その他 

万一、当課が配付等した情報が外部へ流出した場合、又は流出した可能性がある

場合には、監督職員まで直ちに通報すること。 

 12 信号灯器の更新等、工事完了直後から工事目的物を使用しなければならないとき

は、発注者は引渡し前であっても工事目的物の全部又は一部を使用することができ

る。 

 13 設計図書及び仕様書等で不明、又は疑義のある事項、あるいは本仕様書に記載の

ないことで本工事に必要と認められるものは、あらかじめ監督職員の指示を受ける

こと。 

 14 請負金額２千万円以上の工事は、原則として中間検査の対象とし、検査日は別途監  

督職員が連絡する。 

 

第４ 工事現場の管理 

１ 主任（監理）技術者の配置等 

(1) 建設業法第２６条の規定により請負業者が工事現場ごとに設置しなければなら

ない専任の主任技術者又は専任の監理技術者については、適切な資格、技術力等を

有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、請負業者と直接的か

つ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。 

(2) 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者は、次のいず

れかとすること。なお、発注者から請求があったときは、資格を証明する書類を提

示すること。 

ア 建設業法第１５条第２号イ又はロに該当する者 

イ 建設業法第１５条第２号ハの規定により国土交通大臣が同号イ又はロに掲げ

る者と同等以上の能力を有するものと認定した者であって、次のいずれかに該

当する者 

    (ｱ) 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者 

    (ｲ) 平成１６年２月２９日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者 

    (ｳ) 平成１６年２月２９日以前に監理技術者講習を受け、平成１６年３月１日以

後に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、監理技術者資格者証及び

指定講習受講修了証を有する者 

(3) 主任（監理）技術者の専任期間等 

専任が義務付けられた工事に配置される技術者の専任期間について、次に掲げ

る場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとす

る。 

 なお、工期の終期が到来する前に工事完成検査が終了した場合の配置期間は、引

渡しを受けた日までとする。 

ア 契約書上の工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設

置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間) 

イ  工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事

を全面的に一時中止している期間 

ウ  橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場

製作のみが行われている期間 

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正

に施工するため、主任（監理）技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場

製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制の

もとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任（監理）技術者がこれら

の製作を一括して管理することができる。 

エ  工事完成後、検査が終了し、事務手続きなどの残務があり、引渡しを受けるま     

での期間 

(4)  主任（監理）技術者の変更の特例 
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次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任（監理）

技術者の変更ができるものとする。 

ア 受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発

生し工期が延長されたとき 

イ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場

から現地へ工事の現場が移行する時点 

   なお、いずれの場合も発注者と請負者との協議により、交代の時期は工程上一

定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任（監理）技術者

の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期

間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと

認められることが必要である。  

(5)  主任（監理）技術者の兼務制限 

ア 請負金額４，５００万円以上及び建設業法第２６条第２項が適用されない工

事 

(ｱ) 建設業法施行令第２７条第２項が適用される密接な関係のある公共工事

で、当該工事箇所の相互の距離が１０㎞程度で同一の市町内（安芸郡４町に

ついては、同一市町として取り扱う。以下同じ。）であれば本件工事を含め

２件の兼務を可能とする。 

※ 密接な関係のある工事とは、工作物に一体性又は連続性が認められる工

事又は施工にあたり相互に調整を要する工事（資材の調達を一括で行う場

合や工事の相当部分を同一の下請け業者で施工する場合を含む。）をいう。 

※ 工事箇所間の距離の算定に当たっては、複数箇所を合併して発注する場

合を含め、最も近接する施工箇所を距離算定の基礎とする。 

※ 本運用による取扱いの対象となる工事箇所は、複数箇所を合併して発注

する場合を含め、全て同一の市町内でなければならない。 

なお、請負金額が１億円未満のとき、次の条件を全て満たす場合も、本

件工事を含め２件の兼務を可能とする。 

ａ 工事現場間が、一日の勤務時間内に巡回可能な距離で、かつ工事現場

において災害・事故その他の事象が発生した場合に、工事現場間の移動

時間がおおむね２時間以内であること。 

ｂ 下請次数が３を超えないこと。 

ｃ 連絡員を工事現場に配置すること。 

ｄ 工事現場の施工体制を情報通信技術（ＣＣＵＳ等）を利用する方法に 

より確認するための措置を講じていること。 

ｅ 人員配置計画書を作成し、各工事現場及び営業所に備え置くこと。 

ｆ 工事現場の状況の確認をするために必要な映像及び音声の送受信が

可能な情報通信機器（スマートフォンやタブレット端末等）が設置さ

れ、かつ当該機器を用いた通信を利用することが可能な環境が確保さ

れていること。 

ｇ 上記のほか、監理技術者制度運用マニュアルにおける専任特例１号に

係る条件を満たすこと。 

(ｲ) 兼務の届出に当たり、下請工事の予定を明らかにすること。 

(ｳ) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。 

イ 請負対象設計金額４，５００万円未満の工事 

兼務制限なし。 

 ２ 現場代理人の配置等 

(1) 請負者は、請負者と直接的な雇用関係を有する者を現場代理人として選定し、本

工事施工中は、常時本工事現場に配置すること。ただし、次に掲げる条件をいずれ

も満たす場合は、建設工事請負契約約款（以下「約款」という）第１０条第３項に

規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がな



5 

 

く、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。 

    ア 請負金額４，５００万円未満の建設工事であること。 

    イ 監督職員等と携帯電話等で常に連絡が取れること。 

(2) 現場代理人は、常に工事が安全に行われるよう現場管理を行うこと。また、災害

防止については万全の措置を執り、特に火気の取扱いについては厳に注意するこ

と。 

(3)  次の要件を満たす場合、他の公共工事の現場における現場代理人又は主任技術者

との兼務を認める。 

ア 請負金額４，５００万円以上の工事 

(ｱ) 建設業法施行令第２７条第２項が適用可能な工事で、同一の専任の主任技術

者が当該工事の監理を行うことが認められるものであること。 

(ｲ) 兼務する公共工事が、本件工事を含め２件以内であること。 

(ｳ) 兼務する工事箇所が全て同一の市町内であること。 

(ｴ) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。 

(ｵ) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が

兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。 

(ｶ) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができる

こと。 

イ 請負金額４，５００万円未満の工事 

(ｱ) 兼務する公共工事が、本件工事を含め５件（災害復旧工事及び路線委託に

係る件数を除く。）以内であること。 

(ｲ) 兼務する工事箇所が全て同一の市町内であること。 

(ｳ) 工事現場不在時の連絡体制が確保されていること。 

(ｴ) 兼務する工事が同一の発注者によるものでない場合は、兼務先の発注者が

兼務を承認したことを証する書面の写しを提出できること。 

(ｵ) 監督職員等の求めにより、速やかに工事現場に向かう等適切な対応ができる

こと。 

  (4) 本工事現場において他の工事がある場合には、常に相互協調して紛争を起こさな

いよう留意すること。 

  (5) 本工事施工中は、道路使用の適正、交通の危険防止などに十分留意すること。 

 ３ 工事施工に際し、他の者が所管する工作物等に障害、損傷を与えた場合、又は第三

者の生命、身体に危害を与えた場合は、速やかに監督職員に報告のうえ適切に処置す

ること。 

  ４ 工事中は、一般通行人に見え易い場所に「信号工事中」等の標示板を設置すること。 

  ５ 信号の滅灯を伴う工事施工に当たっては、あらかじめ管轄警察署に交通規制の一時

解除の申請を行うこと。 

  ６ 請負者は、工事完了に際しては速やかに仮設物を撤去し、後片付け及び清掃を行う

こと。 

 ７ 建設廃棄物処理関係 

 本工事から発生する建設廃棄物は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（平成１２年法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）」及び「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「廃棄物処理法」と

いう。）を遵守し適正に処理すること。 

 建設リサイクル法で義務付けのある建設工事を実施する場合、元請け業者は、本工事によ

り発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材（コンクリート、アスファルト・コンクリー

ト、木材）が廃棄物になったものをいう。）については、当該廃棄物を基準に従って工事現

場で分別（分別解体等）し、再資源化等適正に処理しなければならない。 

  建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、

広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので適正に処理すること。 

  なお、建設廃棄物の処理費用には広島県産業廃棄物埋設税相当額を見込んでい
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る。 

 ８  暴力団等の不当要求及び工事妨害（以下「不当介入」という。）の排除について 

  (1) 暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、所轄の警察署に

届け出ること。 

  (2) 発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じること。 

  (3) 排除対策を講じたにも関わらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注

者と工程に関する協議を行うこと。 

  (4) 発注者と工程に関する協議を行った結果、工期に遅れが生じると認められた場合

は、約款第２１条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと。 

  (5) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに報告し、被害

届を速やかに所轄の警察署に提出すること。 

  (6) 当該被害により、工期の遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工程に関す

る協議を行うこと。その結果、工期に遅れが生じると認められた場合は、約款第２

１条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うこと 

 ９ 立入調査の実施について 

    発注者は、請負人が工事の施工にあたり遵守しなければならない法令上の義務が適

正に履行されているか立入調査を行うことができる。 

   請負人は発注者又は発注者の指名する者が工事現場、現場事務所又は営業所に立

入調査を実施する場合は、これを受け入れなければならない。 

 10 その他留意事項 

  (1) 工事用資機材等の運搬において過積載にならないようにすること。 

  (2) 過積載を行っている資材納入業者に資材の搬入を行わせないこと。 

  (3) ダンプカーのさし枠装着等による違法行為は行わせないこと。 

  (4) 工事中の安全確保について、建設機械施工安全技術指針は、国土交通省大臣官房

技術調査課及び国土交通省総合政策局建設施工企画課長通知（平成１７年３月３１

日）を参考とすること。 

  (5)  交通誘導は必ず工事ヤードの内側で向かってくる通行車両に対面して行うこと。   

また、交通整理機材を効果的に活用し、事故に遭わないよう常に通行車両に注意し   

て誘導にあたること。 

   (6) 短時間の工事資器材積卸しなどによる停車は、車道のできる限り左側端に沿うよ   

うにして行い、絶対に歩道上には停車しないこと。また、工事施工により歩道上に   

車両を停める場合は道路使用許可を得て行い、あらかじめカラーコン等で駐車スペ   

ースを確保して交通整理員の誘導により安全に行うこと。 

 

第５ 提出書類等 

 １ 電力関係 

 請負者は、受電の新規、変更及び廃止申込書を電力会社へ提出する前に監督職員へ

その写しを提出し、内容の確認を受けること。また、受電の新規、変更及び廃止の完

了後、速やかに契約番号及び使用開始年月日等の必要事項が記載された関係書類の写

しを電力会社から受領し、監督職員へ提出すること。 

 なお、受電の変更に伴い供給地点特定番号の変更を把握した場合は、監督職員へ速

やかに報告すること。 

 ２ 保管指示のある撤去品の取扱い 

 請負者は、工事施工に伴う既存施設の撤去品のうち保管の指示があるものは指定場

所に返納するとともに、信号機等搬入完了届を提出すること。 

 ３ 工事写真 

 工事写真は広島県が定める写真管理基準の最新版に従うこととし、次のことに留意

すること。 

  (1) 信号柱の基礎等、不可視となる出来形部分については、出来形寸法が確認できる

よう、特に注意して撮影するものとする。 
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 なお、基礎工事については床堀り、基礎砕石工、コンクリート打設の各段階にお

ける完了時点を撮影すること。 

   (2) 写真は全て鮮明であること。また、工事前後の違いが確実に分かるように撮影し、 

一見して判別し難い施工部位は矢印等で表記すること。 

  (3)  各工事場所毎に施工中の写真を１枚以上添付すること。 

  (4) 写真には、工事関係者以外の人物が写り込まないこと。 

  (5) 信号柱の基礎及び管路埋設の施工に係る工事写真は、監督職員に電子データを提

出すること。 

 

  ４ 施工計画書  

請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について

次の項目が記載された施工計画書を作成し、監督職員へ提出しなければならない。た

だし、本工事に関係のない項目及び簡易な工事については、監督職員の承諾を得て記

載内容の一部を省略することができる。 

  (1) 工事概要 

  (2) 計画工程表 

  (3) 現場組織表 

  (4) 指定機械 

  (5) 主要船舶・機械 

  (6) 主要資材 

  (7) 施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

  (8) 施工管理計画 

  (9) 安全管理 

  (10) 緊急時の体制及び対応 

  (11) 交通管理 

  (12) 環境対策 

  (13) 現場作業環境の整備  

  (14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

 （15）その他 

  受注者は、施工計画書に、次の事項を追加して記載しなければならない。   

 （16）段階確認に関する事項 

 （17）現場環境改善等の実施内容 

 （18）安全・訓練の活動計画 

    請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該工事を着手

する前に変更に関する事項について、変更計画書を作成し提出すること。 

    監督職員が指示した事項については、請負者はさらに詳細な施工計画書を提出し

なければならない。 

 ５ 工事履行報告 

     約款第１１条の履行報告は、工期が１ヶ月を越えるものについて、工事の進捗状況

を毎月７日までに監督職員に書面をもって報告すること。 

  ６ 出来形管理基準 

   出来形管理基準は別紙１のとおりとする。 

   請負者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、

別紙３信号機等設置図で定める設計値と実測値を対比して記録した出来形表又は出

来形図を作成し、管理するものとする。記録は中間検査時及び完成検査時に監督職員

に提出すること。 

  ７ 工事カルテ作成・登録 

請負者は、受注時又は変更時の請負金額が５００万円以上の工事においては、工事

実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、登録、途中変更、竣工、訂正時に工事

実績情報として「工事実績データ」を作成し、監督職員の確認（サイン又は押印）を
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受けたうえ、登録時は契約締結の日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、

途中変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、竣工

時は工事完成後１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならな

い。 

なお、現場管理費率に「ＣＯＲＩＮＳ登録にかかる費用」を見込んでいる。なお、

途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とする。 

  ８ 建設リサイクル 

   請負者は、建設リサイクル法第９条第１項に規定する「対象建設工事（下記《対象

建設工事の定義》参照）」については、次の各号の規定を遵守しなければならない。 

(1) 請負者は、本工事により発生する特定建設資材廃棄物（特定建設資材(アスファ

ルト・コンクリート、コンクリート及び木材）が廃棄物になったものをいう。）

について、建設リサイクル法及び廃棄物処理法を遵守し、適正に処理しなければ

ならない。 

(2) 対象建設工事を請け負おうとする者は、建設リサイクル法第１２条第１項に基

づき、同法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について記載した

書面を交付して説明しなければならない。 

   ※ 「分別解体等の計画等」「工程表」を添付すること、 

(3) 請負契約の当事者は、建設リサイクル法第１３条及び「特定建設資材に係る分

別解体等に関する省令」（平成１４年国土交通省令第１７号。以下「省令」とい

う。）第７条に基づき、①分別解体等の方法、②解体工事に要する費用、③再資

源化等をするための施設の名称及び所在地、④再資源化等に要する費用について、

請負契約に係る書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければなら

ない。 

(4) 対象建設工事の落札者は、次の事項に留意し、落札決定通知の日から５日以内

に、発注者（工事担当課）に対して、「法第１２条第１項に基づく書面」を提出

し、建設リサイクル法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項につい

て説明（事前説明）をした後、発注者（契約担当課）に対して、「法第１３条及

び省令第７条に基づく書面」を提出しなければならない。 

対象建設工事の落札者がこれらの書面をこの期間内に提出しない場合、契約を

締結することができないものとし、落札者が落札しても契約を締結しないもの（契

約締結拒否）として取扱う。 

なお、この場合、当該落札者は、契約保証の措置を行うために要する費用その他

一切の費用について、発注者に請求できない。 

 ア 「法第１２条第１項に基づく書面」及び「法第１３条及び省令第７条に基づく

書面」は、広島県の調達情報のホームページ中、様式集の建設副産物関係様式

により作成すること。（https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/） 

 イ 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「解体工事に要する費用」

及び「再資源化に要する費用」は直接工事費とすること。 

 ウ 「法第１３条及び省令第７条に基づく書面」中の「再資源化に要する費用」

は、特定建設資材廃棄物の再資源化に要する費用とし、再資源化施設への搬入

費に運搬費を加えたものとすること。   

 (5) 請負者は、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から

独立してその機能を発揮する工作物の工事以外の部分を他の建設業を営む者に請

け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対して、法第１２条第２項

に基づき、法第１０条第１項第１号から第５号までに掲げる事項について、告知書

様式で告げなければならない。 

(6) 請負者は、契約締結後１４日以内に、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利

用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め本工事の監督職員に提出しなければな

らない。 

 (7) 請負者は、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定
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建設資材廃棄物が適性に処理されたことを確認し、工事完成時に、「再生資源利用

実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を本工事の監督職員に提出しなければな

らない。 

(8) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサ

イクル法第１８条に基づき、次の事項を書面に記載し、監督職員に報告しなければ

ならない。 

    なお、書面は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を兼ねる

ものとする。 

・ 再資源化等が完了した年月日 

・ 再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・ 再資源化等に要した費用 

(9) 本工事で発生した建設資材廃棄物は、広島県及び保健所設置政令市（広島市、

呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設で処理すること。た

だし、建設資材廃棄物が、破砕等（選別を含む）により有用物となった場合、そ

の用途に応じて適切に処理するものとする。 

    有用物とは有価物たる性状を有するものをいい、客観的に利用用途に応じて適正

な品質を有していなければならない。 

  (10) 本工事における再資源化に要する費用（運搬費を含む処理費）は、前号に掲げる

施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合

計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き

再資源化に要する費用（単価）は変更しない。 

≪対象建設工事の定義≫ 

「対象建設工事」とは、次の（ア）に示す特定建設資材を使用した若しくは使用 

する予定又は特定建設資材の廃棄物が発生する（イ）の工事規模の建設工事をいう。 

    （ア）特定建設資材（１品目以上） 

      ① コンクリート 

      ② コンクリート及び鉄から成る建設資材 

      ③ 木材 

      ④ アスファルト・コンクリート 

 

    （イ）工事規模 

工事の種類 規模の基準 

建築物解体工事 床面積の合計   ８０㎡以上 

建築物新築・増築工事 床面積の合計  ５００㎡以上 

建築物修繕・模様替工事 請負代金の額   １億円以上 

建築物以外の工作物工事 請負代金の額 ５００万円以上 

（注）解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。 

 ９ 「現場代理人及び主任技術者等指名(変更)届」を契約締結後１４日以内に提出する

こと。 

 10 保険の付与及び事故の補償 

(1) 請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び中小企業退職金

共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこ

れらの保険に加入しなければならない。 

(2) 請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に

対して責任をもって適正な補償をしなければならない。 

(3) 請負者は、請負代金額３００万円以上の場合は、建設業退職金共済制度における

共済証紙（以下「共済証紙」という。）の購入状況等を書面により、工事請負契

約締結後原則１か月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請負契約締

結後原則 40 日以内）に発注者（契約担当課）に提出しなければならない。また、

請負者は、建設業退職金共済制度について、建設キャリアアップシステムの活用
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等により技能労働者等の就労状況を適切に把握し、これに基づく履行状況につい

て、工事完成後、速やかに掛金充当実績総括表を作成し検査職員に提出しなけれ

ばならない。報告に当たって、共済証紙を販売する金融機関が発行する発注者用

掛金収納書を添付することとし、共済証紙を購入しなかった場合（請負契約額の

増額変更等があった場合で、共済証紙の追加購入をしなかった場合を含む。）に

は、その理由を書面により発注者（契約担当課）に報告すること。 

 11 火災保険等 

工事目的物及び工事材料を必要に応じ、火災保険又は建設工事保険等に附するこ

と。この場合、発注者の指示がある場合については、当該証券等の写しを提出するこ

と。保険契約期間は、契約日の翌日（工期始）から目的物引渡日までとすること。た

だし、受注工事毎に附する保険ではなく、請負者が一定の期間内に受注する工事全

体に対する保険の場合で、工期途中で保険契約満了日を迎える場合には、新契約を

締結するなど不測の事態に対応できるよう万全を期すること。 

 12 工事を下請に施工させる場合 

(1) 「県工事を下請に施工させる場合の留意事項」（建設工事関係要領等、広島県発

行）を遵守し、元請、下請関係の適正化を図ること。 

(2) 請負者は、この工事を施工するために下請契約を締結したときは、特定建設業

の許可の有無にかかわらず、また、当該下請契約の請負代金の額の多寡にかかわ

らず、遅滞なく建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の６

の例によって各下請人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、その写

しを発注者に提出しなければならない。また、工事を施工するために締結した下

請負契約について、広島県土木工事共通仕様書に従って記載した施工体制台帳を

作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出しなければなら

ない。なお、施工体系図及び施工体制台帳の内容に変更を生じた場合は、その都

度変更した施工体系図及び施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなら

ない。 

施工体制台帳の写しには、下請業者との注文請書、下請業者の建設業許可証、

工事に必要となる資格者証等、雇用関係証明書類及び作業員名簿を添付すること。 

(3) この工事の施工に際して、やむを得ず工事の一部（主体的部分を除く。）を第三

者に請け負わせようとする場合は、極力広島県内に主たる営業所・本店を有する

業者に発注するものとする。 

(4) 社会保険等未加入対策の取扱いは次のとおりとする。 

ア 請負者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等（建設業法（昭

和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建設業者及び同法第３条第

１項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする

者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」とい

う。）を下請負人（同法第２条第５項に規定する下請負人をいう以下同じ。）と

してはならない。 

(ｱ) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務 

(ｲ) 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の

義務 

(ｳ) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務 

イ アの規定にかかわらず、請負者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ

て、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすること

ができる。 

(ｱ) 受注者と直接下請契約（建設業法第２条第４項に規定する下請契約をいう。          

以下同じ。）を締結する下請負人で次のいずれにも該当する場合 

・ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困

難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

・ 発注者の指定する期間内（原則 30 日）に、当該社会保険等未加入建設業
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者がアに掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類

（以下「確認書類」という。）を、受注者が発注者に提出した場合 

(ｲ) (ｱ)に掲げる下請負人以外の下請負人で次のいずれかに該当する場合 

・ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困

難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合 

・ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日

（発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができ

ない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の

期間）以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合 

 13 主要資材の購入 

  (1) 資材を購入しようとする場合は、極力広島県内に主たる営業所を有する業者に発

注するものとする。 

  (2) 請負者は資材を購入しようとするときは、あらかじめ購入先の名称、所在地及び

資材名等を「主要資材購入先名簿」により監督職員を通じて発注者に通知するもの

とする。 

 14 工事目的物の引き渡し 

 工事目的物の引き渡しについて、工事完成検査終了時に工事目的物の引渡しを行う

際、引渡書を監督職員に提出すること。 

 15 建設発生土処分 

 当該工事により建設発生土の発生が見込まれる場合、記仕様書で指定する場所に搬

出するものとし、完了後に伝票の写しを提出すること。 

 16 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提示 

適正な廃棄物処理を確認するため、請負者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）

を提示しなければならない。提示する産業廃棄物管理票は「Ｄ票」又は「Ｅ票」とす

る。 

なお、工期内に当該「Ｄ票」又は「Ｅ票」の提示が困難である場合については、当面

当該「Ａ票」を提示し、後日、当該「Ｄ票」又は「Ｅ票」を提示すること。 

 17 建設副産物情報交換システムへの登録 

 最終工事請負金額が１００万円以上の工事については、建設副産物情報交換システ

ム（ＣＯＢＲＩＳ）へ登録すること。登録に際しては、副産物の発生しない工事につ

いても対象とする。登録対象工事については、施工前に当該システムにより作成した

「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を施工計画書に含め、完成

時に同様に作成した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」をそれ

ぞれ監督職員へ提出すること。なお、これにより難い場合には、監督職員と協議する

こと。 

 当該システムの利用及び操作方法については、(財)日本建設情報総合センターのホ

ームページ（http://www.recycle.jacic.or.jp/index.html）を参照のこと。 

 18 信号制御に係る設定表 

      信号制御機の設定変更を伴う工事及び信号制御機を新設・更新する工事について

は、運用開始前までに監督職員へ設定表を提出し確認を受けるとともに、運用開始後

は補正事項等を整理の上、速やかに監督職員に提出すること。 

 また、信号制御機について、第４章「分離発注工事」に定める製造工事を行う場合

は、製造工事の受注者が行うこと。 

 19 信号制御機等の錠 

信号制御機等の錠については、発注者が承認したものに限る。請負者は、次の事項

が分かる一覧表（様式不問）を作成し、当該錠を発注すること。 

 ・ 工事番号及び監督職員氏名 

 ・ 錠の品番、大きさ及び数量 

 ・ 錠を使用する交差点名 

 ・ 錠を使用する機器名及びメーカー 
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また、信号制御機等について、第４章「分離発注工事」に定める製造工事を行う場  

合は、当該機器の製造工事の受注者が行うこと。 

20 信号制御機の製造及び改造 

信号制御機の製造及び改造は、設計図書の現示階梯図で指定するとおり行うこと。 

21 信号灯器の更新等、工事完了直後から工事目的物を運用するときは、請負者は工事

完了後ただちに別紙２のチェックシートによる確認を行うこと。また、確認後のチ

ェックシートは遅滞なく発注者へ電子メール、ＦＡＸ又は持参により提出すること。 

22 請負代金内訳書 

請負者は、約款第３条に規定する請負代金内訳書を作成し、発注者に提出しなけれ

ばならない。 

23 その他 

   上記のほか、別に発注者が指示した場合、当該書類を提出すること。 
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第２章 共通工事 

 

第１ 土木工事 

 １ 障害物処理 

      障害物の処理は次により施工すること。 

  (1) 工事の支障となる障害物は、監督職員の指示に従って処理する。 

  (2) 工事のため道路を掘削する場合は、事前に関係機関と地下埋設物占用協議を行う

など打ち合わせを行い、不測の事態に備えること。 

  (3) 既存の電機工作物、給排水管、ガス管等の埋設物が露出する場合は、当該管理者

の立ち会いを求め、損傷しないよう十分注意する。 

 ２ 掘削 

      掘削は次によるほか、道路管理者及び所轄警察署長の許可条件に従うこと。   

  (1) 舗装の取り壊しは、コンクリートカッター等を使用して必要部分のみをカットす

る。  

  (2) ブロック舗装のブロック平板は、損傷しないよう丁寧に取り扱い、支障のない位

置に整理する。 

  (3) みぞ掘り、つぼ掘りをし、又はえぐり掘りをしてはならない。 

  (4) 堀り上げ土は、舗装部（又は衣土）、上層土及び下層土を区分してたい積し、飛

散しないように注意する。 

  (5) 工事のため、路面の排水を妨げないようにする。また、工事に支障を及ぼす雨水、

わき水、たまり水などは、第三者に支障を与えないように排水する。 

  (6) 掘削は所定の深さまで行い、石や突起物を取り除き床面を平坦にならし、底固め

とする。 

  (7) 道路横断箇所の掘削は、横断部の１／２又は１／３ずつ掘削し、その部分の埋設

及び埋戻し完了後、次の掘削に移り、常に道路の片側部分の交通を確保する。 

 ３ 覆土及び埋戻し 

      埋設完了後の埋戻し工事は次によるほか、道路管理者及び所轄警察署長の許可条件

に従うこと。 

  (1) 掘削箇所は、必ず当日中に埋戻しを行い、安全な覆土を施し、交通その他に開放

する。 

  (2) 掘削土を埋戻す場合は、下層土は下層に、上層土は上層に確実に埋戻しする。 

  (3) 掘削土をそのまま埋戻すことが不適当な場合には、他の良質な土砂を埋戻す。 

  (4) 砂利道の表面仕上げを行う場合には、路面表土をもって掘削前の路面と同じよう

に締め固める。 

  (5) 所定の支持力が得られるようランマー、木たこ等で２０cm ごとに突き固めるか、

水締めをしながら埋戻す。 

 ４ 路面復旧 

      路面復旧については、道路管理者その他の許可条件により完全に復旧すること。 

 なお、本復旧までの間は、アスファルト又はレミファルト等で仮復旧し、交通の支

障とならないように努めること。 

 

第２ 基礎工事 

   基礎工事は、別紙３信号機等設置図に従い、次により施工すること。 

 １ 床堀工事 

      第１「土木工事」に準じて施工すること。 

 ２ 基礎砕石工 

      所定の深さに掘り下げ床付面を平たんにならし、再生砕石を施して十分締め固めな

がら所定の厚さに仕上げるものとする。 

 なお、割栗石又は玉石を使用する場合は小端立として敷並べ、この上に目潰し砂利
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を施し、十分締め固めながら所定の厚さに仕上げる。 

      仕上げ厚は普通地盤の場合、１０cm とする。 

 ３ 基礎コンクリート工 

  (1) 材料 

  コンクリート工事に用いる材料は、原則としてＪＩＳ認定工場で製造したレディ

ーミクストコンクリートを使用する。 

    コンクリートの強度は、設計基準強度１８－８とする。 

  (2) コンクリート工事 

       コンクリート工事は、次により施工すること。 

   ア 打ち込み 

 コンクリートの打ち込みに際しては、管類、その他打ち込み材を移動させない

よう注意し、適当な器具で突き固める。 

   イ 養生 

     コンクリート打ち込み後は、急激な温度変化（特に低温）、乾燥、荷重、衝

撃等の有害な影響を受けないよう十分これを保護する。 

     ウ 型わく 

 型わくは、コンクリート部材の位置、形状及び寸法に正しく一致させ、堅固で

荷重、乾湿、振動の影響によって狂いの起こらない、かつ安全にこれを取り外す

ことができ、またモルタル漏れのない構造とする。コンクリートが必要な強度を

発揮するまで存続した後、構造物に衝撃や振動を与えないよう静かに取り外す。

取り外し後、コンクリートの不良個所を発見した場合は、監督職員の指示に従い、

念入りに補修する。 

   エ モルタル仕上げ  

 モルタル仕上げの指示がある箇所は、コンクリートにモルタルが密着するよう

に仕上げる。モルタルの調合は容積調合で、普通、セメント：砂＝１：２又は１：

３とする。 

 

  



15 

 

第３章 信号機等設置工事 

 

第１ 信号専用柱工事 

 １ 建柱 

  (1) 建柱位置は、設計図によるほか、詳細については監督職員の指示による。  

    なお、柱から基礎側端までのコンクリートかぶり厚は１０ｃｍ以上確保する。  

  (2) 建柱は原則として砂締め（スパイラルダクトと柱の隙間に砂を充填し、水を注入

して固める）又はベース式により行い、特に指定する場合以外は、支線、支柱、根

かせを使用しない。  

  (3) 根入れは「柱長の１／６以上」とする。ただしベース式の場合は除く。 

  (4) 電柱には、必要に応じて足場ボルトを設ける。 

 ２ 反射材 

 コンクリート柱は指定の反射シートを、鋼管柱は指定の反射シート又は反射ステッ

カーを別紙３信号機等設置図のとおり取付けること。なお、反射シートの合わせ部は

車両の進行方向に対し柱を挟んで反対側でかつ金具の出っ張りが歩道内側にならな

いよう施工すること。 

  ３ 電柱札 

  信号柱には、柱番号（県警○号柱）、柱の製造年月（西暦で表記）、製造メーカー、

規格が分かる電柱札を取り付けること。なお、表示には不滅インク、刻印等の滅失し

ないものを使用すること。 

 ４ 鋼管柱の耐食処理及び地際補強 

  (1)  直管及び曲管 

 鋼管柱の地際部は、工場製作段階で補強管の取付、及び変性エポキシ樹脂塗料又

はそれと同等以上の耐食効果のある塗装を行うこと。塗装する範囲は鋼管柱の地際

部から上下２０ｃｍまでの範囲とする。 

 また、基礎上部が地盤面と同等の高さとなる非舗装の場合は、地際部に雨水等が

溜まらないように、モルタル金ごてにより信号柱に向けて適切な排水勾配をつけて

表面仕上げをすること。 

 なお、基礎上は目視できるように、土砂等を被せずに施工すること。 

(2) ベース式 

鋼管柱の地際部は、工場製作段階で補強管の取付、及び変性エポキシ樹脂塗料又

はそれと同等以上の耐食効果のある塗装を行うこと。塗装する範囲は鋼管柱の最下

部から４５ｃｍまでの範囲とし、プレート部も含むものとする。また、アンカーボ

ルトの露出部には保護キャップを取り付け、キャップとプレートの隙間には防水処

理を施すこと。 

 

第２ 信号機等取付工事 

 １ 信号制御機取付工事 

  (1) 取付位置 

  制御機の設置位置は、設計図書及び別紙３信号機等設置図に従い、詳細について

は監督職員の指示による。なお、原則として制御機の横方向が道路と平行で、取付

位置は車両の進行方向に対し柱を挟んで反対側になるように設置し、歩行者等の通

行の支障とならないようにすること。 

  (2)  取付方法 

       制御機の取付方法は、自立式又は電柱抱込式とする。 

ア  自立式は、別紙３信号機等設置図の制御機基礎に設置する。また、制御機内底     

面のケーブル入線部は防湿対策を施すこと。 

   イ  電柱抱込式は、付属の取付金具を使用すること。 

ウ  他所管の電柱に取り付ける場合は、設置条件を遵守し、毀損したり障害を与え
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ないようにする。 

エ 扉は原則として歩道側から開け配管が障害となり充分な扉の開閉ができない

ことのないよう施工すること。 

(3)  接地工事 

第３章第３－５「接地工事」に準拠する。 

２ 信号灯器取付工事 

(1) 取付位置等 

信号灯器（以下「灯器」という。）の取付位置は、設計図書及び別紙３信号機等

設置図によるほか、詳細については監督職員の指示による。 

(2) 取付方法 

ア 付属のバンド、ブラケット又は、自立ポール等の取付金具を使用する。 

イ 他所管の電柱に取り付ける場合は、取付条件を遵守し、毀損したり障害を与え

ないようにする。 

ウ 灯器が、強風、地震にも十分耐えるよう堅個に取り付ける。 

エ 車両用灯器のアーム長が３ｍ以上の場合は、振れ止め金具を取付けること。 

(3) 接地工事 

第３章第３－５「接地工事」に準拠する。なお、自立式歩行者用灯器はリブプレ

ートに接地線を電気的、機械的に堅固に接続すること。 

３ 押ボタン箱取付工事 

(1) 取付位置 

押ボタン箱の種別、取付位置は、設計図書及び別紙３信号機等設置図に従い、押

ボタン箱の取付方向については監督職員の指示による。 

(2) 取付方法 

押ボタン箱の取付方法は、自立式又は電柱抱込式とし、「信号制御機取付工事」

に準じて施工する。 

(3) 接地工事 

第３章第３－５「接地工事」に準拠する。 

４ 車両感知器取付工事 

(1) 取付位置 

車両感知器の種別、取付位置は、設計図書及び別紙３信号機等設置図に従い、詳

細については監督職員の指示による。 

(2) 取付方法 

車両感知器制御機筐体の取付方法は、自立式又は電柱抱込式とし、「信号制御機

取付工事」に準じて施工する。また、車両感知器送受器の取付は「信号灯器取付工

事」に準じて施工する。 

(3) 接地工事 

第３章第３－５「接地工事」に準拠する。 

５ 視覚障害者用付加装置取付工事 

(1) 取付位置   

視覚障害者用付加装置の取付位置は、設計図書及び別紙３信号機等設置図に従い、

詳細については監督職員の指示による。 

(2) 取付方法 

視覚障害者用付加装置制御機筐体の取付方法は、自立式又は電柱抱込式とし、「信

号制御機取付工事」に準じて施工する。 

スピーカーは専用アームに取付け、スピーカーの位置が横断歩道中心線上となる

よう設置する。 

(3) 誘導音出力 

南北方向に横断する歩行者に対して「ピヨ」及び「ピヨピヨ」、東西方向に横断

する歩行者に対して「カッコー」及び「カカッコー」を音響出力すること。 

(4) 接地工事 
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第３章第３－５「接地工事」に準拠する。 

(5) 運用開始 

運用開始（更新時を除く）は竣工検査に合格した後とし、それまでは試験調整時

以外に音を鳴らしてはならない。 

６ その他留意事項 

(1) 使用するターンバックル 

信号灯器や車両感知器などの支持に使用するターンバックルについては、脱落防

止措置が執られたものを使用すること。 

(2) 信号灯器などの取り外し 

信号灯器や車両感知器などの取り外しの際には、補強ステー等が脱落しないよう

ロープ等で結び部品に至るまでの脱落防止措置を講ずること。また、取り外し中は

交通規制を確実に実施し、歩行者や車両等への接触事故を未然に防ぐこと。 

(3) バンド類の取付 

配管等を固定するため地上高２．５ｍ未満の位置で自在バンド等を使用するとき

は、出張り部の向きを調整し、歩行者等が接触する恐れのないよう配意すること。 

 

第３ 配線工事 

１ 一般事項 

(1) 電線の途中接続、電線管内での接続は、絶対に行わない。 

(2) 電線と機器端子との接続は、緩むおそれのないように、二重ナット又はスプリン

グワッシャを使用し、十分締め付ける。 

なお、より線の場合は圧着端子を使用する。 

(3) 機器筐体内では電線を束線バンド、ビニールテープ等で束ね、整頓し、後の改良

や保守業務を行う者が作業しやすいようにしておくこと。 

２ 架空配線工事 

(1) 地上高 

架空配線が道路を横断する場合は、地表上６m 以上とし、歩道上で交通に支障が

ない場合は基本的に５ｍ以上とする。また軌道を横断する場合は、給電線との間隔

を０．６m 以上とし、その他については「電気設備の技術基準の解釈について」第

６８条の規定に従い施工すること。 

(2) 架空配線の引き留め 

吊線は、支持点にシンプル、巻付クリップ等を使用し堅固に取り付け、この場

合、配線に無理がないようにする。なお、引き留め時にメッセンジャーワイヤー

が切断される場合は、別紙３信号機等設置図のとおりビニル絶縁電線(IV2.0mm2)

とアースクランプにより切断部を接続すること。 

(3) 灯器への入線（引き下げ） 

灯器への配線の引き下げは、ケーブル支持金物及びツツミ形碍子等により柱に接

触しないよう引き下げるほか、灯器内に余長を確保する。 

(4) 接続端子函の取付 

制御機立ち上がり配線と架空配線、又は灯器引き下げ配線と架空配線との接続用

に、防水形の接続端子函を原則として地上高５ｍ以上の位置に取り付ける。 

なお、端子数及び取り付け柱の指定は、設計図による。 

(5) 制御機立ち上がり配線 

制御機からの立ち上がりケーブルは、電線管で防護し、柱上の接続端子函に接続

する。 

なお、電線管の先端は、雨水等の浸入を防止する処置を施すと共に、電線管及び

プラントチューブがＵ字状になる部分については最下部に水抜き穴を施すこと。 

(6) 他所管の電柱に取り付ける場合は、取付条件を遵守し、毀損したり障害を与えな

いようにする。また、信号機用のケーブルであることが判るよう指定のケーブル表

示札を、別紙３信号機等設置図のとおり取付けること。 
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３ 地中配線工事 

地中配線にて行う場合は、次により施工すること。 

(1) 使用管路 

ケーブルの埋設は管路式とし、内部に浸水しないよう施工すること。 

使用する管路の形状、寸法は別途指定する。 

(2) ハンドホール等 

ケーブルの接続箇所、分岐箇所及び屈折箇所には、ハンドホールを設けることと

し、その形状、寸法は別途指定する。 

(3) 管路の埋設位置 

管路の埋設位置については設計図によるほか、詳細については監督職員の指示に

よる。 

なお、管路の位置を示す埋設シートを管路の上部に敷設すること。 

(4) 埋設の土かぶり 

土かぶりは、歩道部では０．６m 以上、車道部では１．２m 以上とする。ただし、

保安上支障がなく、かつ道路に関する工事の実施上支障がない場合で、監督職員の

指示を得た場合はこの限りでない。 

(5) 埋設土工事 

管路埋設土工事に関しては、第２章「共通工事」に準拠する。 

４ 電線引込工事 

電線引込工事は、次により施工すること。 

(1) 屋外配電盤の取付 

制御機の直近の所定位置に自動遮断機、積算電力計、タイムスイッチ等必要に応

じた装置を内蔵した防水形屋外配電盤を取り付ける。 

工事設計書において停電対策用配電盤（窓なし）を指定している場合、通電状況

を確認することができる表示灯、発電機用ケーブル差込口及び抜け防止コンセント

を備えること。 

(2) 電源引込線の入線（引き下げ） 

電源引込線の接続点から屋外配電盤、及び制御機までの配線は、電線管で保護す

る。 

５ 接地工事 

金属筐体、メッセンジャーワイヤーはＤ種接地（接地抵抗１００Ω以下）を施すこ

と。 

なお、信号制御機筐体以外の接地は、信号制御機筐体の接地極と共通接地とするが、

これが不可能な場合は独立接地とする。自立式機器筐体は原則として独立接地とす

る。 

６ その他留意事項 

(1) 信号制御機、その他機器の設置及び配線等の接続に際し、雨水や虫等の侵入の恐

れがある部位については、防水及び侵入防止の処理を施すこと。 

(2) 配線の確実な確認 

配線の間違いは、信号機の誤動作・滅灯などを引き起こし、これに起因する交通

事故に発展する恐れがある。現場では、複数の作業員によるチェック体制を確立す

るとともに、平素から事故を未然に防ぐための信号機関係設備の構造研究や事故事

例の検証を行い、作業員の能力向上を図るよう社内教養を徹底すること。 

なお、灯器コモン線は接続不良であっても正常な動作をしているように見える場

合があるため、端子接続時は特に注意すること。 

(3) 作業完了後の動作確認 

信号制御機、信号灯器など交通安全施設機器を新設、更新等したときは、現示階

梯図等の設定表に基づいて、目視、制御機内のパネル・ランプ等により動作確認を漏

れなく確実に行うこと。 

(4) 工事機材の適正な使用 
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工事で使用する工具や重機等の工事機材は、取扱説明書等で示された正しい方法

により使用すること。 
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第４章 分離発注工事 

 

第１ 分離発注工事の内容 

  分離発注とは、信号機の設置等工事を、機器の製造、改造等（以下「製造工事」

という。）と製造工事を除く設置等の工事(以下「設置工事」という。)とで分担

し、施工する工事をいう。 

 

第２ 用語の定義 

  １ 機器 

   機器とは、次のものをいう。 

  (1) 制御機 

    (2) 配電盤 

  (3)  視覚障害者用付加装置 

    (4) 車両用灯器 

  (5) 歩行者用灯器 

  (6) 押ボタン箱 

  (7) 車両感知器 

    (8)  その他設計図書で特に指定するもの 

  ２ 製造工事 

 製造工事とは、機器のうち設計図書で指定されたものの製造、改造、試験調整する  

工事をいう。 

 ３ 設置工事 

      設置工事とは、機器及び材料を使用し信号機の設置等をする工事をいう。 

 

第３ 工事の範囲等 

  １  製造工事 

   製造工事は、次により施工すること。 

  (1) 機器の製造 

    設計図書に基づき指定された機器を製造すること。 

  (2) 機器の改造 

    信号の制御や付加機能のために機器に必要な改造を行うこと。 

  (3) 試験調整 

    現場に設置された機器が正常に動作するよう試験調整するほか、設定表がある

場合は当該設定表に従い動作するように設定を行うこと。 

    (4) 作業完了後の動作確認 

  製造工事は機器が現場において正常に動作することをもって完成とするため、信

号制御機、信号灯器など交通安全施設機器を新設、更新等したときは、現示階梯図

等の設定表に基づいて、目視、制御機内のパネル・ランプ等により動作確認を漏れ

なく確実に行うこと。 

  (5) その他 

 機器の納入場所は、別途発注する設置工事の工事現場を原則とし、時期等につい

て設置工事の受注者と連絡調整を行うこと。 

 

 ２ 設置工事 

   設置工事は、次により施工すること。 

  (1) 土木工事 

    第２章「共通工事」に準拠する。 

  (2) 基礎工事 

    第２章「共通工事」に準拠する。 
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  (3) 信号専用柱工事 

    第３章「信号機等設置工事」に準拠する。 

  (4) 信号機等設置工事 

    第３章「信号機等設置工事」に準拠する。 

  (5) 配線工事 

    第３章「信号機等設置工事」に準拠する。 

 

第４ 受注者間の協力 

 製造工事及び設置工事の受注者は円滑に工事が完成するよう、必要な事項について  

連絡及び連携を図り、相互に協力すること。 

   また、疑義が生じた場合は速やかに監督職員の指示を受けること。 

 



別紙１

単位：ｍｍ

章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

横形３位式灯器取付工 高さ　ｈ

＋３００
(横三位
式灯器)
＋５００
(銘板)

取付箇所毎。
銘板が灯器下部取付の場合は，銘板下
部から測定。

以下，交通信号機工に関して，他柱に共
架する際，他の共架物等により規格値以
上の位置に取り付ける場合は，監督員と
の協議が必要。

縦形３位式灯器取付工 高さ　ｈ ＋３００ 取付箇所毎。

矢印灯器取付工 高さ　ｈ ＋５００ 矢印灯器本体下部から測定。

一灯点滅式信号制御機取付工 高さ　ｈ ＋３００ 灯器下部から測定。

 シルエット形側柱式灯器取付工 高さ　ｈ ＋３００
取付箇所毎。
取付アーム下部から測定。

 シルエット形自立式灯器取付工 高さ　ｈ ＋３００ 取付箇所毎。

視覚障害者付加装置取付工
視覚障害者用付加
装置ｽﾋﾟｰｶｰ

視覚障害者用付加装置ｽﾋﾟｰｶｰ
取付工

高さ　ｈ +３００
ｽﾋﾟｰｶｰ又はｽﾋﾟｰｶｰ取付ｱｰﾑの最下部
から測定。

側柱式押ボタン箱取付工 高さ　ｈ ±１００
取付箇所毎。
ボタン中心部から測定。

自立式押ボタン箱取付工 高さ　ｈ ±１００
取付箇所毎。
ボタン中心部から測定。

出来形管理基準

歩行者用信号灯器

車両用信号灯器

交通信号機工

信号灯器取付工

押ボタン箱

交通信号機設備

押ボタン箱取付工

h

h

h

h

h

h

h

h

h



別紙１

単位：ｍｍ

章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

出来形管理基準

側柱式制御機取付工 高さ　ｈ ±１００
取付箇所毎。制御機下部から測定。
Ｄ型配電盤使用の場合は，配電盤本体
下部から測定。

自立式制御機取付工 高さ　ｈ ±１００
取付箇所毎。制御機下部から測定。
Ｄ型配電盤使用の場合は，配電盤本体
下部から測定。

車両用感知器筐体 取付工 高さ　ｈ ±１００ 取付箇所毎。
一灯点滅式信号機制御機及び無線伝送
装置制御機は，本規格値を適用する。

送受波器 取付工 高さ　ｈ ＋５００
取付箇所毎。
送受波器本体下部から測定。

アンテナ 取付工 高さ　ｈ 基準値以上
取付箇所毎。
アーム下部から測定。

架空ケーブル工 制御・通信ケーブル架線工 架線工 高さ　ｈ 基準値以上 ケーブルたるみの最低部で測定。

側柱式視覚障害者用付加装置制御機
は，本規格値を適用する。

交通信号機設備

交通信号機工

信号制御機

車両用感知器取付工
無線伝送装置取付工

交通信号制御機取付工

h

h

h

h

h

h



別紙１

単位：ｍｍ

章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

出来形管理基準

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

交通信号機設備 信号柱工 信号柱基礎工

以下，信号柱工については，現場の埋
設物等の支障物件の有無により，変形基
礎とする場合は，監督員と協議のうえ施
工する。
適用範囲は，基礎のコンクリート部分とす
る。

交通信号機設備

細径柱基礎

信号柱基礎 配筋工 基礎一基毎。

基礎工（直管） 基礎一基毎。

信号柱基礎

基礎一基毎。

基礎一基毎。

基礎工（Ｂ型）

基礎工（ベース型）

信号柱工 信号柱基礎工

h

w

h

w

h

w

w

w1

w

w

w

h



別紙１

単位：ｍｍ

章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

出来形管理基準

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

交通信号機設備 信号柱工 信号柱基礎工 細径柱基礎

基礎工（ベース型） 基礎一基毎。

基礎工（曲管） 基礎一基毎。

h

w

w

h

w

w



別紙１

単位：ｍｍ

章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

出来形管理基準

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

高さ　ｈ ＋５０

幅　ｗ ＋５０

深さ　ｈ ±３０

幅　ｗ１，ｗ２ ±３０

以下，自立式信号設備工については，
現場の埋設物等の支障物件の有無によ
り，変形基礎とする場合は，監督員と協
議のうえ施工する。

以下，埋設工については，埋設物等の
支障物件の有無により，変形埋設とする
場合は，監督員と協議のうえ，施工する。

基礎一基毎。

基礎一基毎。自立式信号設備工

自立式歩行者用灯器設置工

基礎一基毎。

基礎工

基礎工

基礎工

埋設工（舗装厚３ｃｍ） １施工箇所につき１箇所。

自立式制御機設置工

交通信号機設備

埋設工 管路埋設工

自立式押ボタン装置設置工

h

w

w

h

w

w

h

w

w

h

w1

w2
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単位：ｍｍ

章 節 条 枝番 工種 測定項目 規格値 測定基準 測定箇所 摘要

出来形管理基準

深さ　ｈ ±３０

幅　ｗ１，ｗ２ ±３０

深さ　ｈ ±３０

幅　ｗ１，ｗ２ ±３０

交通信号機設備 管路埋設工埋設工

１施工箇所につき１箇所。

埋設工（舗装厚５ｃｍ）

埋設工（舗装厚１０ｃｍ）

１施工箇所につき１箇所。

w1

w2

h

w2

w1

h



別紙２

種別 責任者 実施者

工程連絡

・南北方向が「ピヨ」「ピヨピヨ」，東西方向が「カッコー」「カカッコー」となっている。

工事完了後に確認した結果は上記チェックシートのとおりです。

　　　　　　　　　確認責任者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　確認実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※　  チェックシートは，信号工事を実施した日毎に作成し，作成後遅滞なく電子メール，ＦＡＸ又は持参により監督員へ提出すること。
※　  チェックポイントに従って確認し，適正であれば責任者・実施者欄に○を記入すること。
※　  確認責任者だけでなく，他の作業員等，複数人による確認を実施すること。

　・信号柱　更新・移設（　　　　）本　　　　　　　 ・ケーブルの張替・引留替え（　　　　）径間

・路面の復旧が適正に行われている。

その他

・責任者が積荷の状況を確認し，過積載防止に取り組んでいる。

・現場内の整理整頓，後片付け，清掃を日常的に行っている。

・保安施設の設置，警備員の配置は，道路使用許可証どおり適切に実施している。

・機器筐体の扉は確実に閉められており，衝撃等で開くことがない。

・機器は確実に固定されており，ナット等に緩みがない。

・設定表のとおりに正しく設定されている。（すべての設定項目を確認）

・柱に傾きがない。

車両感知器

・半感応，連動機能などオプション機能の動作は仕様書に規定されたとおりである。

・灯器の向き・角度は適正である。

・現示階梯図で示すとおりに動作している。

視覚障害者用
付加装置

・灯器の向き・角度は適正である。

・設置する機器に損傷や部品の欠落などの欠陥がない。

・日常の出来形管理を的確に行い，設置高さ等の基準が守られている。

チェックポイント

・押ボタン箱の窓に「おまちください」「おしてください」が正常に表示される。

・音量は移設，更新前と同じである。

令和　　 　　　　年　　　　 　　月　　 　　　　日

信号制御機

車両用灯器

　・信号制御機　更新･移設 （　　　　）基　　　　・車灯　更新･移設 （　　　　）灯

　・歩灯　更新･移設 （　　　　）灯　　　　　　　 　・車両感知器　更新･移設（　　　　）ヘッド

　・押ボタン箱　更新･移設（　　　　）個　      　 ・視覚障害者付加装置　更新･移設（　　　　）基

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特記事項

上記実施日に施工した内容
※該当に○をし，数量を記載

工事完了後チェックシート

・車両を感知したときは制御機内の感知ランプが点灯する。

・車両を感知して所定の信号現示が表示される。

・押ボタンを押すことにより所定の信号現示が表示される。

・現示階梯図で示すとおりに動作している。（全灯器を確認）　

・歩行者信号が青のときスピーカーから誘導音が出力されている。

工事実施日

施工業者名

上記実施日に施工した場所

共通項目

信号柱

押ボタン箱

歩行者用灯器
・現示階梯図で示すとおりに動作している。

・地域制御機のときは，下位装置との通信が正常である。

・柱間ケーブルを付け替えたとき，関係する全ての機器の動作が正常である。

・設置替えした機器の動作は正常である。

・設計図面で指定した位置に，指定した規格の機器が設置されている。

・工事実施前に監督員に工事予定日等の連絡をしている。



別 紙 ３ 信 号 機 等 設 置 図

図 番 １ 車 両 用 灯 器 歩 行 者 用 信 号 灯 器 設 置 図

図 番 ２ 一 灯 点 滅 式 信 号 機 設 置 図

図 番 ３ 信 号 制 御 機 設 置 図 （ １ ）

図 番 ４ 信 号 制 御 機 設 置 図 （ ２ ）

図 番 ５ 車 両 感 知 器 ・ 押 ボ タ ン 箱 ・ 無 線 伝 送 装 置 設 置 図

図 番 ６ 視 覚 障 害 者 用 付 加 装 置 高 齢 者 等 感 応 用 押 ボ タ ン 箱 設 置 図

図 番 ７ 架 空 ケ ー ブ ル ・ 専 用 柱 設 置 図

図 番 ８ 専 用 柱 基 礎 仕 様 図

図 番 ９ 管 路 埋 設 自 立 式 機 器 用 基 礎 等 仕 様 図

図 番 １ ０ 可 変 標 識 設 備 設 置 図



端子函～歩行者用灯器 CVV2.0mm2×3C

ＧＬ

自
転
車
専
用

歩
行
者

端子函

端子函～車両用灯器 CVV2.0mm2×4C

専
用

自
転
車

歩
行
者

歩行者用灯器）

（自立式

車両用灯器

歩行者用灯器

ｱｰﾑ長３ｍ以上の場合は振れ止め金具を

取り付けること。

※
吊

下
式

の
場

合
は

灯
体

最
下

部
ま

で
と

す
る

。

５
５

０
０

５
０

０
０

以
上

３
０

０
０

２
７

０
０

５
５

０
０

２
５

０
０

図番１ （外配線方式） （柱内配線方式）

D種接地

歩行者用信号灯器設置図
車 両 用 信 号 灯 器

５
０

０
０
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５
０
０
０

受電線（中電施工）図番２ 一灯点滅式信号機設置図

一灯点滅式信号制御機

制御機～接地棒　IV2.0mm2

電源引込口～制御機　CV5.5×2C
端子函～制御機　CVV2.0mm2×3C

Ｄ種接地

一灯点滅式信号機制御機

２
５
０
０

架台下部



ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞMC-16

ﾊﾟｲﾌﾟ留金物取付用

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞで２か所固定

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定)

(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,電源ｹｰﾌﾞﾙCV,ｱﾝﾃﾅ線用）
薄鋼電線管51

端子函

受電線(中電施工）
（柱内配線方式）（外配線方式） 受電線(中電施工）

時刻修正用ｱﾝﾃﾅ

図番３ 信号制御機設置図（１）

ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ

Ｄ種接地 Ｄ種接地

器具取付ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT

ﾜｲﾔｰﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ SFT-N109

ｽﾄﾚｰﾄｺﾈｸﾀｰ 

（自立式） 従量制受電：配電盤（窓有り）
定額受電　：配電盤（窓無し）

（配電盤設置の場合）

４
０

０

９
０

０

（
※

）（
※

）

端子函～制御機　CVV2.0mm2×20C(地点制御機)
CVV2.0mm2×30C(集中制御機)

電源引込口～配電盤　CV5.5×2C

制御機～時刻修正用ｱﾝﾃﾅ　ｱﾝﾃﾅ線

信号制御機

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ～制御機　IV2.0mm2
制御機～接地棒　IV2.0mm2

IV2.0
端子台 主

電
源

ＷＨ

VVF2.6×2C
FCPEV0.65mm×3P

(集中制御機のみ)

CV5.5×2C

CVV2.0×20C(地点制御機)
CVV2.0×30C(集中制御機)

Ｎ
Ｆ
Ｂ

切
替
開
閉
器

保安器
抜止コンセント

９
０

０

（
※

）

※　設計図書内で指示した場合は1500mm以上
とすることができる。

異径ｺﾈｸﾀ CB-200-51

防水形LED表示灯(青)

防水形LED表示灯(赤)

２０(切欠き)

発電機

商  用

信号錠

防水形LED表示灯(青)

防水形LED表示灯(赤)

発電機

商  用

２０(切欠き)

発電機用ケーブル差込口

信号錠

発電機用ケーブル差込口

【停電対策用配電盤】

【制御機内配線図】

Ａ型配電盤(窓なし) Ｄ型配電盤(窓なし)



(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定)

薄鋼電線管19
(NTT回線引き込み用)

回線接続函
(保安器用)

U字 大
ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ25

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定)

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定)

薄鋼電線管19
(NTT回線引き込み用)

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定) (ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定)

薄鋼電線管51

保安器は配電盤内に設置

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

薄鋼電線管25
(電源ｹｰﾌﾞﾙCV用）

（回線接続函使用時）（Ｄ型配電盤使用時）

（集中制御機配管図）

（Ａ型配電盤使用時）

Ｄ種接地 Ｄ種接地 Ｄ種接地

図番４ 信号制御機設置図（２）

薄鋼電線管51
(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,電源ｹｰﾌﾞﾙCV,ｱﾝﾃﾅ線,

ｱｰｽ線IV用） (制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,電源ｹｰﾌﾞﾙCV,ｱｰｽ線IV用）

(通信ｹｰﾌﾞﾙ FCPEV0.65mm×3P用)
薄鋼電線管19

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で2か所固定)

９
０

０

１
８

０
０ （

※
）

※　設計図書内で指示した場合は１５００ｍｍ以上とすることができる。

配
電
盤

Ａ
型
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（柱内配線方式）図番５
ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ

１
０

０
０

２
５

０
０

架台下部

５
５

０
０

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ25 U字小

（外配線方式）
ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ

車両感知器制御機

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｽﾄﾚｰﾄｺﾈｸﾀｰ

ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞMC-13

プラントチューブ下部

２
５

０
０

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４ヶ所固定)

薄鋼電線管25
(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,ｱｰｽ線IV用)

Ｄ種接地

１
０

０
０

（自立式押ボタン箱）

無線伝送装置制御機

２
５

０
０

ノーマルベント下部

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で３ヶ所固定)

薄鋼電線管25
(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,ｱｰｽ線IV用)

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で３ヶ所固定)

薄鋼電線管31
(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,ｱｰｽ線IV,ﾍｯﾄﾞ線用)

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で３ヶ所固定)

薄鋼電線管25
(通信ｹｰﾌﾞﾙ,ﾍｯﾄﾞ線用)

無線伝送装置アンテナ

車道上は５ｍ以上

歩道上は２．５ｍ以上

車両感知器・押ボタン箱・無線伝送装置
設置図

車両感知器制御機
無線伝送装置制御機

制御機～ヘッド　感知器ﾍｯﾄﾞ線

端子函～押ボタン箱　CVV2.0mm2×4C(Ⅰ型)
CVV2.0mm2×6C(Ⅱ型)

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ～制御機　IV2.0mm2

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ～押ボタン箱　IV2.0mm2

車両感知器

押ボタン箱

無線伝送装置
端子函･柱上～制御機　CVV2.0mm2×nC

FCPEV0.65mm×nP

端子函･柱上～制御機　CVV2.0mm2×4C(1ﾍｯﾄﾞ)
CVV2.0mm2×6C(2,3ﾍｯﾄﾞ)

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ～制御機　IV2.0mm2
制御機～アンテナ　アンテナ線



図番６ （外配線方式）視覚障害者用付加装置

高齢者等感応用押ボタン箱設置図

ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ

ﾊﾟｲﾌﾟ留金物取付用

器具取付ﾊﾞﾝﾄﾞ

ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞMC-13

ｽﾄﾚｰﾄｺﾈｸﾀｰ

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で４か所固定)

(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV用)

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で3か所固定)

視覚障害者用付加装置制御機

ｽﾋﾟｰｶｰ

高齢者等感応用
押ボタン箱

ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ

（柱内配線方式）

ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ～制御機　IV2.0mm2

端子函～ｽﾋﾟｰｶｰ　CVV2.0mm2×2C

視覚障害者用付加装置

高齢者等感応用押ボタン箱

高齢者等感応用押ボタン箱～端子函
CVV2.0mm2×10C

高齢者等感応用押ボタン箱～ｱﾝﾃﾅ　ｱﾝﾃﾅ線

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ～高齢者等感応用押ボタン箱
IV2.0mm2

ｱﾝﾃﾅ

押ボタン部

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

薄鋼電線管31(高齢者等感応用押ボタン箱用)

(制御ｹｰﾌﾞﾙCVV,ｱﾝﾃﾅ線用)

薄鋼電線管31(視覚障害者用付加装置用）

ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞMC-13

ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ｽﾄﾚｰﾄｺﾈｸﾀｰ

ﾌﾟﾗﾝﾄﾁｭｰﾌﾞ下部 架台下部

２
５

０
０

４
０

０
０

３
０

０
０

２
５

０
０

１
０

０
０

制御機～端子函　CVV2.0mm2×15C
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巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ

ｱｰｽｸﾗﾝﾌﾟ

ｹｰﾌﾞﾙ引留金物 4BD-HD

ｹｰﾌﾞﾙ支持金物
(引留点～端子函　2ヶ所)

ｹｰﾌﾞﾙ引留金物 4BD-HD 吊架金物 ﾀﾙﾐ付

ケーブル表示札

（他管理柱共架の場合には

（ｹｰﾌﾞﾙ引留金物で引留の場合） （吊架金物で引留の場合）
図番７

架空ケーブル・専用柱
設置図

電柱札

ｱｰｽ線IV

指定の表示札をケーブル

の各端に取付ける。）

ﾜｲﾔｰｼﾝﾌﾞﾙ

※制御機柱に取り付ける場合は，
制御機取付バンドを先に取り
付け，上から防護シートを巻
き付けること

※
た

だ
し

，
歩

道
上

で
交

通
に

支
障

の
な

い
場

合
は

５
０

０
０

以
上

最
弛

部
　

６
０

０
０

以
上

スーパー反射シート

９
０

０

５
０

０

２
０

０
０



砂締め

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

専用柱基礎仕様図

GL

再生砕石
RC-40

栗石又は

1
50

0
10

0

図番８

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時）

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ
φ200

ｺﾝｸﾘｰﾄ

砂締め

再生砕石
RC-40

栗石又は 1
00

※　緑地帯等，通行に支障がない
位置へ建柱する場合は，原則，
Ｈ１＝０とする。

H2

ｺﾝｸﾘｰﾄ

耐食塗装

4
00

4
00

H
1

H
1

耐食塗装(STK)

補強管(STK)

直管用基礎

1000

適用：STKφ114.3-6000L 直管

10
00

φ
20

0

W1

W2

（H2=1000 W1=600 W2=600）

　　　STKφ114.3-9000L 直管

基礎上部に土砂等を被せないこと
地際部に雨水等が溜まらないように，モルタル金ごてで信号柱に向けて緩やかな勾配をつけること

※　H･H1=0の場合

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ(非舗装時)

φ300

φ
30

0

H.PH.P

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ｺﾝｸﾘｰﾄ

HH

RC-40

栗石又は
再生砕石

1
00

0
1
00

1
50
0

1
00

※　緑地帯等，通行に支障がない

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時）H=200以上

位置へ建柱する場合は，原則，
Ｈ＝０とする。

耐食塗装 耐食塗装

4
50

4
50

ベース式用基礎

1000

600

適用：STKφ114.3 ﾍﾞｰｽ式

6
001

00
0

GL

モルタル仕上げ
緩やかな勾配

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ(非舗装時）H=0以上
H.P H.P

1
20

0

補強管

（H2=1000以上 W1=800 W2=800）

STKφ165.2-9000L 直管
STKφ190.7-9000L 直管
STKφ216.3-9000L 直管

適用：CP9-14-500
STKφ139.8-9000L 直管

STKφ190.7 BP-1,2,4～6
STKφ216.3 BP-1,2,4～6

STKφ165.2 BP-1,2,4～6
適用：STKφ139.8 BP-1,2,4～6



GL

埋戻土砂

埋設ｼｰﾄ

GL

埋設ｼｰﾄ

（自立式機器用基礎）

（管路埋設）

埋戻土砂

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時）
埋戻土砂(非舗装時）

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時)
埋戻土砂(非舗装時）

（歩道部埋設時） （車道部埋設時）

600 800

図番９
管 路 埋 設

自立式機器用基礎等仕様図

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時）

1000

砂詰め

600

φ200

ｺﾝｸﾘｰﾄ

砂締め

H.P

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時）

適用：STKφ114.3-6000L 曲管

GL

その溝に柱水平部を据付ける。 その溝に柱水平部を据付ける。

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ

栗石又は
再生砕石
RC-40

再生砕石
RC-40

1
00

0
10
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（自立式押ボタン） （自立式制御機） （自立式歩行者用灯器）
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時)H2=150以上
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(舗装時)H1=50以上
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4
00

補強管 4
00

耐食塗装

耐食塗装

※　H1･H2=0の場合

基礎上部に土砂等を被せないこと

曲管用基礎

ﾓﾙﾀﾙ仕上げ(非舗装時)H1=0以上 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ(非舗装時)H2=0以上

栗石又は

φ300

φ
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00

20
00

電柱札

GL

600以下

800以下
STKφ190.7-9000L 曲管
STKφ216.3-9000L 曲管

STKφ165.2-9000L 曲管
適用：STKφ139.8-9000L 曲管

※　緑地帯等、通行に支障が
ない位置へ建柱する場合は、
原則、Ｈ１＝０とする。

※　緑地帯等、通行に支障が
ない位置へ建柱する場合は、
原則、Ｈ２＝０とする。

地際部に雨水等が溜まらないように、モルタル金ごてで信号柱に向けて緩やかな勾配をつけること

基礎上端に半円状の溝を形成し、 基礎上端に半円状の溝を形成し、



信号制御機

端子函～制御機　CVV(2-6C)

電源引込口～配電盤　CV5.5-2C

制御機～標識　CVV(2-6C)

薄鋼電線管31

信号制御機

制御機～標識　CVV(2-12C)

電源引込口～配電盤　CV5.5-2C

(ﾊﾟｲﾌﾟ留金物で３か所固定)

（３可変灯火式） （単独全反射式）

端子函 端子函

図番１０ 可変標識設備設置図

制御機

配管下部

制御機接続チューブ

MC-13

制御機
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プラントチューブ下部
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